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平成２１年２月１６日（月曜日）午後２時３０分 開議 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎出欠席議員氏名 

 
議  長  髙 橋 一 泰 
 
出 席 議 員   (２２名) 

 １ 番  髙 橋 一 泰         ３ 番  荒 生 令 悦 

 ４ 番  佐 藤 善 一         ５ 番  石 黒   覚 

 ６ 番  堀   豊 明         ７ 番  小松原   俊 

 ８ 番  佐 藤 忠 智         ９ 番  村 上 栄三郎 

１０ 番  五十嵐 慶 一        １１ 番  梅 木   隆 

１２ 番  富 樫   透        １３ 番  髙 橋 信 幸 

１４ 番  佐 藤   聡        １５ 番  山 中 昭 男 

１６ 番  渋 谷 耕 一        １７ 番  佐 藤 征 勝 

１８ 番  加 藤 義 勝        １９ 番  菅 原 幸一郎 
２０ 番  本 間 信 一        ２１ 番  佐 藤 峯 男 
２２ 番  関     徹        ２４ 番  佐 藤 信 雄 

 
欠 席 議 員  （２名） 
 ２ 番  渋 谷   廣        ２３ 番  川 上   隆 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◎説明のために出席したもの 

    理 事 長   富 塚 陽 一      副理事長   阿 部 寿 一 

    (鶴岡市長)               (酒田市長) 

 

    副理事長   原 田 眞 樹      理  事   阿 部   誠 

    (庄内町長)               (三川町長) 

 

    理  事   小野寺 喜一郎 

    (遊佐町長) 

 

 

 

    会計管理者  進 藤   昇 

    (鶴岡市会計管理者) 

 

    監査委員   和 田 邦 雄      監査書記   兵 藤 芳 勝 

    (酒田市監査委員)            (酒田市監査委員事務局長) 

 

    参  与   小 林   貢      参  与   石 堂 栄 一 

    (鶴岡市企画部長)            (酒田市企画調整部長) 

 

    参  与   山 本 益 生      参  与   平 向 與志雄 

    (鶴岡市農林水産部長)          (酒田市農林水産部長) 

 

 

 

    事務局長兼青果市場管理事務所長兼 

    食肉流通施設事務所長          広域行政事務所 

           鈴 木 誠 次      所  長   阿 部 一 也 

    (鶴岡市企画部付参事)          (鶴岡市企画調整課付主幹) 

 

    広域行政事務所             広域行政事務所 

    次  長   小 林   貢      次  長   阿 部 雅 治 

    (鶴岡市企画部長)            (酒田市企画調整課長) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

    青果市場管理事務所兼 

    食肉流通施設事務所           広域行政事務所 

    主  幹   黒 坂 信 勝      次  長   阿 部   博 

    (鶴岡市農政課付主幹)          (酒田市企画調整課付課長補佐) 

 

    青果市場管理事務所兼          青果市場管理事務所兼 

    食肉流通施設事務所           食肉流通施設事務所 

    次  長   阿 部   武      主査兼係長  佐々木 弘 喜 

    (酒田市農政課付課長補佐)        (庄内町農政課付主査) 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎議事日程 
議事日程第１号 

 

平成２１年２月１６日（月）午後２時３０分開議 

 

第 １  会議録署名議員指名 

 

第 ２  会期の決定 

 

第 ３  報第 １ 号 平成１９年度公営企業の資金不足比率の報告について 

 

第 ４  議第 １ 号 平成２０年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計補正 

予算（第１号） 

 

第 ５  議第 ２ 号 平成２０年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業 

特別会計補正予算（第１号） 

 

第 ６  議第 ３ 号 平成２１年度庄内広域行政組合一般会計予算 

 

第 ７  議第 ４ 号 平成２１年度庄内広域行政組合庄内地方拠点都市地域事業 

特別会計予算 

 

第 ８  議第 ５ 号 平成２１年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計予算 

 

第 ９  議第 ６ 号 平成２１年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業 

特別会計予算 

 

第１０ 議第 ７ 号 平成２１年度庄内広域行政組合市町分賦金 

 

第１１ 議第 ８ 号 公設庄内青果物地方卸売市場業務条例の一部改正について 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎本日の会議に付した事件 
 
議事日程のとおり 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎開  議                         （午後２時３０分） 

 
○議長 髙橋一泰議員 
  それでは、定刻になりましたので、ただいまから、平成２１年２月庄内広域行政組合議

会定例会を開会します。 

 

  暫時休憩します 

 

（休憩） 

 
○議長 髙橋一泰議員 

  それでは、再開します。 

  本日の欠席者は、２番 渋谷 廣議員、２３番 川上 隆議員の２名であります。 

出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、お手元に配付しております議事日程第１号により議事を進めます。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
○議長 髙橋一泰議員 

  次に、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。組合議会会議規則第７２条の規定

によりまして、議長において指名いたします。３番 荒生 令悦議員、２２番 関 徹議

員の両名を指名いたします。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
◎日程第２ 会期の決定 
 
○議長 髙橋一泰議員 

  次に、日程第２ 会期の決定を議題といたします。 
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  本件については本定例会に先立ち、議会運営委員会において協議されておりますので、

その結果について、委員長の報告を求めます。 

  １９番 菅原 幸一郎議会運営委員長。 

○議会運営委員長 菅原幸一郎議員 
  ２月１０日に議会運営委員会を開催し、協議した結果、本定例会の会期については、本

日一日限りということで決定いたしました。 

以上、ご報告申し上げます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  お諮りいたします。ただいま議会運営委員長より報告ありましたとおり、本定例会の会

期を本日一日とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
 

○議長 髙橋一泰議員 
  異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日一日と決定いたしました。 

  次に、本議会に提案されております報第１号から議第８号までの、議案９件の提案説明

を求めます。理事長。 

○理事長（富塚陽一鶴岡市長） 
  大変申し訳なく、一生忘れられない申し訳ないことをいたしまして、お詫び申し上げま

す。 

  本日、平成２１年２月庄内広域行政組合議会定例会を招集申し上げましたところ、議員

の皆様方におかれましてはお寒い中、また、何かとご多用のところ、ご出席賜りまして誠

に有難うございます。 

  それでは、今議会に提出いたしました議案の概要につきまして、ご説明申し上げます。 

  報第１号「平成１９年度公営企業の資金不足比率の報告」につきましては、「地方公共団

体の財政の健全化に関する法律」に基づき、青果市場事業及び食肉事業の公営企業につい

て、経営の状況を報告するものでございます。なお、これにつきましては、昨年８月の定

例会におきまして報告すべきところでございましたが、事務的な都合によりまして、今議

会での報告となったものでございます。お詫びを申し上げます。 

  次に、議第１号「平成２０年度青果市場事業特別会計補正予算」及び議第２号「平成２

０年度庄内食肉流通センター事業特別会計補正予算」につきましては、前年度決算による

繰越金を追加するとともに、本年度事業に係る収入、支出見込みを精査をいたし、所要額

をそれぞれ計上したものでございます。 

  次に、平成２１年度の予算議案４件につきましてご説明申し上げます。 

  はじめに、議第３号「一般会計予算」でありますが、議会費、監査費などの共通経費や

広域計画の推進費、職員研修費等の予算を計上いたしたものでございます。 

  議第４号「庄内地方拠点都市地域事業特別会計予算」につきましては、庄内地域振興基

金の運用益を財源といたしまして、人材育成、地域情報発信、環境保全など１２の広域的
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なソフト事業への支援を行うものでございます。 

  議第５号「青果市場事業特別会計予算」は、市場施設の適切な維持管理に努め、円滑な

市場運営を推進するものでございますが、老朽化した施設・設備の大規模な改修工事を行

うための工事費等を計上いたしたものでございます。 

  議第６号「庄内食肉流通センター事業特別会計予算」につきましては、処理能力上限の

稼働状況が続いており、機械・設備の消耗が著しいことから各種の修繕工事等を行い、円

滑な施設運営を図るものでございます。また、前年度同様、庄内地域振興基金から１億円

を繰り入れ、収支の均衡を確保するものでございます。 

  次に、議第７号「平成２１年度庄内広域行政組合市町分賦金」につきましては、各会計

の市町ごとの負担金と納入時期をご提案申し上げるものでございます。 

  議第８号「公設庄内青果物地方卸売市場業務条例の一部改正」につきましては、卸売市

場法の改正に伴い、卸売業者の委託手数料に関する事項を改正するものでございます。 

  以上が、議案の大要でございますが、各議案の細部につきましては、議事の進行に従い

まして、関係職員に説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご可決下さいますよう

お願い申し上げます。 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
◎日程第３ 報第１号 平成１９年度公営企業の資金不足比率

の報告について 
 
○議長 髙橋一泰議員 
  日程第３ 報第１号「平成１９年度公営企業の資金不足比率の報告について」を議題と

いたします。 

事務局より詳細説明を求めます。事務局長。 

○鈴木誠次 青果市場管理事務所長 

  事務局の鈴木でございます。それでは、報第１号「平成１９年度公営企業の資金不足比

率の報告について」ご説明申し上げます。 

  これは、平成１９年度に制定されました「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

いわゆる財政健全化法に基づくもので、青果市場事業・食肉事業の公営企業についても、

その資金不足比率について同法第２２条第１項の規定によりまして、議会に報告すること

になっております。表に記載のとおり、経営健全化基準は２０％となっておりますが、両

事業とも歳入が歳出を上回っているため、資金不足は発生しないということで、ハイフン

で示しております。以上、よろしくご承認下さいますようお願い申し上げます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  これより質疑を行います。 

                 

（「なし」の声あり） 
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○議長 髙橋一泰議員 
  ないようですので、質疑を終決いたします。         

  それでは、ただいま議題となっております日程第３ 報第１号「平成１９年度公営企業

の資金不足比率の報告について」は、地方公共団体の財政健全化に関する法律第２２条第

１項の規定により議会への報告でございますので、ご了承をお願いいたします。 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
◎日程第４ 議第１号 平成２０年度庄内広域行政組合青果市

場事業特別会計補正予算（第１号） 
◎日程第５ 議第２号 平成２１年度庄内広域行政組合庄内食

肉センター事業特別会計補正予算 
           （第１号） 
 
○議長 髙橋一泰議員 
  次に、日程第４ 議第１号「平成２０年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計補正

予算（第１号）」及び、日程第５ 議第２号「平成２０年度庄内広域行政組合庄内食肉流

通センター事業特別会計補正予算（第１号）」の２件を一括議題といたします。 

事務局より詳細説明を求めます。青果事務所長。 

○鈴木誠次 青果市場管理事務所長 
  議第１号「平成２０年度青果市場事業特別会計補正予算(第１号)」についてご説明申し

上げます。１ページをご覧いただきたいと思います。 

  第１条予算総額から歳入歳出それぞれ１０万５千円を減額いたしまして、総額を１億３

千４８３万９千円とするものでございます。内訳につきましては、事項別明細書によりご

説明申し上げます。６ページをお開きください。 

  歳入でありますが、２款１項１目市場使用料につきましては、卸売業者の売上高が低下

していることから、使用料を前年度実績の９５％と見込みまして、２１１万７千円を減額

するものでございます。また、一番下段５款２項１目雑入は、市場に入っている業者から

の光熱水費の受け入れ分として３７万１千円減額するものでございます。 

  一方、増額といたしましては、３款１項１目利子及び配当金は、市場施設維持改良基金

の利子でございますが、利率が確定したことから４２万８千円の増、４款１項１目繰越金

は１９年度からの繰越金で１９１万９千円の増、５款１項１目の組合預金利子は市場内の

関連事業者から保証金として預かっている預金利子の確定によるものでございます。 

  次に歳出でございますが、次の８ページをお開き下さい。１３節委託料につきましては、

大規模改修工事の設計委託料が入札の結果、安価となったことなどから、４７万６千円減

額するものでございます。２７節公課費は前年度分の消費税納入額の確定に伴う３７万１

千円の増額で、合計１０万５千円の減額となっております。補正の規模といたしましては

少額でございますが、内容的に歳入を主として比較的大きな変更が予想されるということ
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で今回補正をするものでございます。 

  なお、別添資料１に本年度と昨年度の青果市場の取扱高の比較を載せておりますので、

ご覧頂きたいと存じます。 

以上よろしくご審議の上、ご可決下さいますようお願い申し上げます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  食肉主幹 
○黒坂信勝 食肉流通施設事務所主幹 
  広域行政組合の黒坂です。よろしくお願いいたします。 

議第２号「平成２０年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会計補正予算

（第１号）」について、ご説明申し上げます。１１ページをお開き願います。 

  第１条、予算総額について歳入、歳出予算それぞれに２千１７２万１千円を追加し、総

額をそれぞれ６億４千９６０万３千円とするものであります。 

  その内訳については、事項別明細書によりご説明いたします。はじめに歳入の方から説

明をいたします。１６ページ，１７ページをお開き願います。 

  ２款１項１目食肉流通施設使用料は１千０１３万８千円を増額し、総額で２億７千０４

０万２千円とするものであります。その内訳については、牛については当初計画より５０

頭増の１千５０頭とし、豚については１万１千頭増の２６万１千頭が見込まれますことか

ら、１節のと畜場使用料については６９９万８千円の増額、２節冷蔵庫使用料は３１４万

円を増額するものであります。 

  ４款１項２目の利子及び配当金は、庄内食肉流通センター整備等基金の運用利率が当初

の見込みより高利で運用できましたことから５５万６千円を増額するものです。 

  次に６款１項１目の繰越金は、平成１９年度の決算に基づき３４９万２千円を増額する

ものです。 

  ７款１項１目の組合預金利子は、歳計現金の運用により、３４万４千円の増額が生じた

ものであります。７款２項１目の雑入は、庄内食肉流通センター内に入っている利用業者

からの光熱水費の受け入れ分であり、主に、原油価格の高騰による電気料金の引き上げに

伴い、７１９万１千円を増額するものです。 

  次に、歳出についてご説明申し上げます。１８ページ、１９ページをお開き願います。 

  １款１項１目の管理運営総務費については１千８４０万１千円を増額し、５千２９４万

５千円とするものであります。その内訳については、２５節積立金は庄内食肉流通センタ

ー整備等基金の運用益５５万６千円と、今後の施設整備に備えるため、１千９０５万６千

円を積立するものです。２７節公課費は、平成１９年度における消費税の確定に伴い６５

万５千円を減額するものです。 

  次に、１款１項２目施設管理費は３３２万円を増額し、２億４千６７１万２千円とする

ものであります。その内訳としましては、１１節の需用費のうち光熱水費は７１６万円の

増で、主に電気料金の増額によるものであります。また、修繕料は３００万円を増額し、

それぞれ合わせて１千０１６万円を増額するものです。 

  １３節の委託料は６８４万円の減額で、主に庄内食肉公社へのと畜解体業務委託料の減



 10

額によるもので、これは、庄内食肉公社が平成１８年４月からと畜解体料金の引き上げを

行ったことや、昨今の豚の処理頭数の増加により、公社の経営状況も好転してきているた

め、と畜解体に伴う機械設備の保守点検等に伴う経費ついて、庄内食肉公社から負担をし

ていただくことで合意を得た結果によるものであります。 

  説明は以上であります。よろしくご審議の上、ご可決下さいますようお願いいたします。 

○議長 髙橋一泰議員 
  これより質疑を行います。 

 
（「なし」の声あり） 

 
○議長 髙橋一泰議員 
  ないようですので、質疑を終決いたします。 

○議長 髙橋一泰議員 
  これより議第１号「平成２０年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計補正予算（第

１号）」の討論を行います。 

 

（「なし」の声あり） 
 
○議長 髙橋一泰議員 
  ないようですので、討論を終決いたします。これより採決いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております、議第１号「平成２０年度庄内広

域行政組合青果市場事業特別会計補正予算（第１号）」について原案のとおり決するこ

とに、賛成の議員の起立を求めます。 

○議長 髙橋一泰議員 

  起立全員であります。よって、原案のとおり可決することを決定しました。 

  次に、議第２号「平成２０年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センタ－事業特別会計補

正予算（第１号）」の討論を行います。 

 

（「なし」の声あり） 
 
○議長 髙橋一泰議員 
  ないようですので、討論を終決いたします。これより採決いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第２号「平成２０年度庄内広域

行政組合庄内食肉流通センタ－事業特別会計補正予算（第１号）」を原案のとおり決す

ることに、賛成の議員の起立を求めます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  起立全員であります。よって、原案のとおり可決することを決定しました。 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
◎日程第６ 議第３号 平成２１年度庄内広域行政組合一般会

計予算 
 
○議長 髙橋一泰議員 
  次に、日程第６ 議第３号「平成２１年度庄内広域行政組合一般会計予算」を議題とい

たします。 

事務局より詳細説明を求めます。広域行政事務所長。 

○阿部一也 広域行政事務所長 
  広域行政事務所の阿部でございます。 

  議第３号「平成２１年度庄内広域行政組合一般会計予算」につきまして、ご説明させて

いただきます。１ページをお願いいたします。歳入歳出の総額を、歳入歳出それぞれ１千

２６０万２千円としようとするもので、前年度と比較いたしまして４０万円の減でござい

ます。 

  はじめに歳出につきまして、ご説明申し上げます。恐れ入ります、８ページと９ページ

の事項別明細書をお願いいたします。 

  １款１項１目議会費につきましては、２１年度は視察研修を実施しないことなどから９

３万２千円の減の１１０万２千円でございます。２款総務費でございますが、１項総務管

理費の１目総務管理費は、理事会の開催経費や臨時職員の経費など組合全体の庶務的な経

費でございまして、それぞれ経費の削減に努め、前年度比１０万１千円の減の５０５万２

千円でございます。 

  ２目地域振興一般管理費につきましては、庄内総合支庁内にあります事務所経費やホー

ムページ経費など広域行政事務所の庶務的な経費でございまして、こちらも経費の削減に

努めまして、２１万５千円減の２３７万７千円でございます。 

  恐れ入ります、１０ページ、１１ページをお願いいたします。３目広域計画策定推進費

でございますが、地方拠点都市基本計画などの広域計画の推進にかかる経費でございます。

なお、２１年度につきましては、広域計画推進研究会における共同研究の関連経費を計上

したことから、６９万１千円増の１７９万円とさせていただいております。 

  ４目の市町村職員共同研修費につきましては、構成市町の職員研修を実施するための経

費でございます。なお、２１年度につきましては、東北公益文科大学との共同研修の関連

経費を計上させていただいた関係で、３目同様１５万７千円増の１６８万２千円とさせて

いただいております。 

  その他、監査委員費、予備費につきましては、前年度と同額となっております。 
  続きまして歳入でございますが、恐れ入ります、６ページ、７ページをお願いいたしま

す。 

  １款１項１目の市町負担金につきましては、前年度と同額の６６０万円とさせていただ

いております。なお、各市町の負担額につきましては、平成１７年度国勢調査に基づき、
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人口割にて算出させていただいております。 

  ２款１項１目の繰越金につきましては、前年度より４０万円減の６００万円とさせてい

ただております。３款の諸収入は預金利子などでございます。 

 以上が平成２１年度庄内広域行政組合一般会計予算でございますので、よろしくご審議

くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声あり） 
 

○議長 髙橋一泰議員 
  ないようですので、質疑を終決いたします。 

  次に、議第３号「平成２１年度庄内広域行政組合一般会計予算」の討論を行います。 

 
（「なし」の声あり） 

 
○議長 髙橋一泰議員 
  ないようですので、討論を終決いたします。これより採決いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第３号「平成２１年度庄内広域

行政組合一般会計予算」につきまして原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を

求めます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  起立全員であります。よって、原案のとおり可決することを決定しました。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
◎日程第７ 議第４号 平成２１年度庄内広域行政組合庄内地

方拠点都市地域事業特別会計予算 
 
○議長 髙橋一泰議員 
次に、日程第７ 議第４号「平成２１年度庄内広域行政組合庄内地方拠点都市地域事業

特別会計予算」を議題といたします。 

事務局より詳細説明を求めます。広域行政事務所長。 

○阿部一也 広域行政事務所長 
  議第４号「平成２１年度庄内広域行政組合庄内地方拠点都市地域事業特別会計予算」に

つきましてご説明申し上げます。 

  本特別会計は、庄内地方拠点都市地域事業特別会計条例に基づいて設置しているもので、

庄内地域振興基金の運用益をもとにした事業を実施しているものでございます。 

  恐れ入ります、１３ページをお願いいたします。歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ
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７３０万１千円とするものでございます。前年度と比較いたしまして９７０万円の減でご

ざいます。これは、昨今の低金利を踏まえ、金融機関の大口定期の直近の金利などを参考

に、予算計上したことによるものでございます。 

  この減額に関連することから、順番が逆になりますが、はじめに歳入につきましてご説

明させていただきます。恐れ入ります、１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

  １款財産収入でございますが、金融機関の大口定期による運用により、前年度比９３０

万円減の６２０万円でございます。次に２款繰入金でございますが、１８、１９、２０年

度に引き続き庄内食肉流通センター事業特別会計に庄内地域振興基金の中から２１年度に

つきましても１億円の繰替え運用をお願いいたしたく、それらの利子相当額８０万円を繰

入金として計上させていただくものでございます。 

  なお、３款１項１目繰越金につきましては、前年度と同額の３０万円、４款１項１目雑

入は普通預金利子でございます。 

  引き続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。恐れ入ります、２０ページと

２１ページの事項別明細書をお願いいたします。 

  １款１項１目地方拠点都市地域事業費でございますが、１９節負担金、補助及び交付金

のみとなっております。内訳は市町等への支援関連事業でございまして、２１ページに記

載しておりますように人材育成、地域情報発信、環境保全の３つのテーマに基づき、地域

活性化事業を推進してまいりたいと考えており、人材育成分野２事業、地域情報発信分野

７事業、環境保全分野３事業の計１２事業に対する負担金７２０万円でございます。 

  以上が庄内地方拠点都市地域事業特別会計予算でございます。ご審議の程よろしくお願

い申し上げます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  これより質疑を行います。 

２１番 佐藤 峯男議員 

○２１番 佐藤峯男議員 
  このことについては、庄内地方の拠点都市、ここで地域事業とうたっているので問題は

ないと思いますけれども、これについてはもっと大きく広いイメージで庄内一円やれるよ

うな事業、または効果のあるような、ただ市や町がそれぞれの所で効果があるというだけ

ではなくて、庄内一円にかかるというような事業をもっと盛り込んだほうがいいと思いま

す。 
○議長 髙橋一泰議員 
  広域行政事務所長 
○阿部一也 広域行政事務所長 
  先ほど申し上げましたように、この事業につきましては、本地域の計画的かつ一体的な

振興整備を計るために基金の果実運用を財源にいたしまして、ソフト事業を展開させてい

ただいております。今年度につきましては、調査研究事業というかたちで、庄内の青果市

場の実態調査をさせていただいております。 

  この事業は単年度事業ということで、２０年度で終了いたしました。その関係で２１年
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度の事業につきましては、管内の企画担当課長さんにお願いしております企画担当幹事会

を開催いたしまして、そちらのほうで若干検討させていただいたところ、２１年度につき

ましてはこのような事業にさせていただいたところでございます。 

  今後、議員がおっしゃられたような視点で、事業が出てきた場合に関しましては検討さ

せていただきたいと考えております。以上でございます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  ２１番 佐藤 峯男議員 
○２１番 佐藤峯男議員 
  例えば、庄内地域全体でワイン祭り、畜産祭り、農業祭りとかそういったものを含めて、

全市町でやるといった形をとれないものか。大きな意味ですることがいいんじゃないのか

と思います。 

  海、山、畑、田んぼ、そういったものや畜産も含めた形で一体的にやれないものか。ま

たは、各市や町が掘り起こしている事業を一体化した庄内として、大変かもしれませんけ

れども、一つの市とか町でなくて三つくらいの市町が集まって庄内雛街道などを見習って、

そういった事業をするべきではないのかなと思います。検討すると言っておりましたので、

是非ともお願いしたいと思います。答弁は要りません。 

○議長 髙橋一泰議員 
  ほかに質疑ございませんか。 

 
（「なし」の声あり） 
 

○議長 髙橋一泰議員 
  ないようですので、質疑を終決いたします。 

  次に、議第４号「平成２１年度庄内広域行政組合庄内地方拠点都市地域事業特別会計

予算」の討論を行います。  

 

（「なし」の声あり） 
 

○議長 髙橋一泰議員 
  ないようですので、討論を終決いたします。これより採決いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第４号「平成２１年度庄内広域

行政組合庄内地方拠点都市地域事業特別会計予算」につきまして原案のとおり決するこ

とに、賛成の議員の起立を求めます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  起立全員であります。よって、原案のとおり可決することを決定しました。 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
◎日程第８ 議第５号 平成２１年度庄内広域行政組合青果市

場事業特別会計予算 
 
○議長 髙橋一泰議員 
  次に、日程第８ 議第５号「平成２１年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計予算」

を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。青果事務所長。 

○鈴木誠次 青果市場管理事務所長 
  議第５号「平成２１年度青果市場事業特別会計予算」についてご説明申し上げます。 

  ２３ページをお開き願います。第１条で予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６千２１６

万６千円としており、前年度のほぼ倍増となっておりますが、これは２１年度から３ヵ年

計画で大規模改修工事に入るためでございまして、その経費分が増加したものであります。 

  はじめに歳入について主な項目についてご説明申し上げます。事項別明細書３０ページ

をお開き願います。１款１項１目市町負担金３千７００万円は前年度と同額でございます。

２款市場使用料は卸売業者等の売上高割使用料を本年度見込み額の１％、２５７万４千円

減額いたしまして、７千１６７万円としております。４款の基金繰入金は、改修工事に充

てるため市場施設維持改良基金の取り崩しを行うもので、現在１億１千万円ほどの残高が

ございますが、このうち２千８００万円を繰入れするものでございます。 

  ページをめくって頂きまして、６款２項１目雑入は、市場内事業者からの光熱水費負担

金の受入れが主なものでございます。７款組合債は改修工事に充てる費用として、１億円

の起債を借入れするものでございます。 

  続きまして、３４ページの歳出についてご説明申し上げます。前年度と変わった点を中

心にご説明申し上げます。 

  １１節需用費でございますが、この中で相当額を占めております光熱水費は前年度より

１６７万円１千円増額して、２千９１６万７千円としております。また、修繕料は冷暖房

機器等機械設備が相当古くなっているため、４０万円増額し、９００万円としております。

１３節委託料につきましては、市場改修工事設計業務が２０年度で終わったことや、場内

警備業務の長期継続契約への移行等によりまして、前年度より３４４万８千円減額してお

ります。１４節使用料及び賃借料でございますが、新たにＡＥＤのリース料を６万２千円

計上しております。これは毎日大勢の人が出入りすることから不測の事態に備え、導入す

るものでございます。１５節工事請負費は市場施設改修工事として、１億３千５４５万円

計上しております。１８節備品購入費１０万円は、先ほどのＡＥＤの収納ボックスで、こ

れはリースの制度がないため、購入するというものでございます。１９節負担金補助及び

交付金の派遣職員給与費は３名分で前年度同額でございます。 

  めくって頂きまして、３６ページ公債費でございますが、内容、内訳は前年度と違って

おりますが合計において前年度と同額となっております。予備費についても１００万円で
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前年度同額でございます。 

  最後に、資料４に基づきまして、大規模改修工事の概略についてご説明申し上げます。

年度別計画にございますように、２１年度から２３年度までの３ヵ年で、各年度１億３千

万円程度の工事費で計４億円弱と計画しております。このうち、２１年度の主な工事内容

は、１の建築工事として、売場棟の屋根のトップライトの改修、鉄骨の塗装や脚部の補修

等、２の電気設備工事としてテレビの共聴設備、これは地上デジタル対応のためのアンテ

ナなどの工事等、それから４のアスベスト除去工事となっております。この中でアスベス

ト除去工事は周辺に飛散しないよう、厳重に密閉した中で施工をしなければならないこと、

また工事期間中であっても市場を閉鎖することはできないことから、次のページに色塗り

の見取り図がございますが、卸売場を東西２つに区分いたしまして、１年目は図面上の方

の東側の濃い青の部分、２年目はその下の西側の薄い青の部分、そして３年目は一番下の

赤のバナナ庫について施工する計画でございます。 

  今後、実施に当たりましては建築課及び市場内関係業者と十分な連携をとりながら進め

て参りたいと考えております。 

  以上が平成２１年度青果市場事業特別会計予算の概要でありますが、よろしくご審議の

上、ご可決下さいますようお願い申し上げます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  これより質疑を行います。 

５番 石黒 覚議員 

○５番 石黒覚議員 
  一つお尋ねさせていただきたいと思います。 

  今回の定例会に際しまして頂戴いたしました資料の中に、当市場の組合の広報が同封さ

れておりますが、富塚理事長の新年のご挨拶ということで、大変御同感の深い文章が載っ

ております。短いので少し読ませていただきますと、「市場外流通の増加等に伴い、年々取

扱高が減少している状況にありますが、食の都と言われ、全国でもまれに見る伝統作物、

在来作物の宝庫である庄内において、当市場の果たす役割は大なる物があり、その活性化

対策は喫緊の課題である。今後は市場間のネットワークを含め集荷力の強化や、消費動向

の的確かつ迅速な産地へのフィードアップが一層強く求められるものと考えられます。」と

私も深く同感であります。 

  昨年、ご機会をいただきまして視察をさせていただきました。そこで、一つ目の山形の

小さい市場でありましたが、そちらの取組みが大変素晴らしいものだったと認識をしてお

ります。しかし、私どもの行政組合が運営している市場そのものは、４０万人近い周辺人

口の台所であって、なかなか山形の産直に近いような取組みは非常に難しいのだろうと考

えるところであります。しかし、富塚理事長がここで示されているとおり、市場の活性化

ともう一つはそれぞれの市と町において地産地消、これは食、あるいは今や食に限らず木

材ですとか、ありとあらゆる分野で地産地消を推進し大事にしていき、この地域を活性化

していく起爆剤にしていこうとする議論が大きく交わされているところではないかと認識

をしているところであります。 
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  私が言いたいのは、理事長の考えに私も同感でありますし、来年度青果市場に限ったこ

とではないとは思いますが、ここで聞かせていただきたいのは、こういった取組みが非常

に重要だというご認識に関しまして、予算の中でこういう改革、対応をしていこうという

現れがあるのかないのか。あるいはこれまでもこういった取組みをされていると思います

が、これまでの成果と次年度以降の取組みについてお尋ねをしたいと思います。 

○議長 髙橋一泰議員 
  青果市場管理事務所長 
○鈴木誠次 青果市場管理事務所長 
  ただ今の広報誌と言いますのは、広域行政組合のものでございますが、理事長の挨拶と

してのせていただいたものであります。 

山大の先生も一生懸命に研究されておりますけれども、庄内は食材が豊富だということ

をもっと内外に知らせていく必要があるということもありますし、それが市場の活性化の

一つのきっかけにできないかなということで考えております。 

今までの議会等でも経過を見ますと、お話し申し上げているようですけれども、市場活

性化検討委員会というのがございまして、今年度もそういった会議がありまして、加えて

仲卸の方々から、あるいは仲買人の方々から要望されておるのは、とにかく旬の地物が欲

しいという声が多く聞かれております。今のところ青果の取扱高が年々下がっているとい

う現状があるわけです。山形の市場を見学してもわかるように集荷することが一番求めら

れていることだとつくづく感じた次第です。 

今でも出荷はやっておるといったことではありますけれども、以前のように庭先まで行

ってというような細かいところまではなかなか回りきれない状況もあるようですし、農家

の方々の高齢化もあり、ここまで持ってくるのは大変だろうということで、出荷について

は卸の部分に委ねることが大きいわけですけれども、取組んでいきたいと思っているとこ

ろであります。 

  具体的にこういった部分を予算でどういうふうに反映していくかとなりますと、正直な

ところ２１年度は大規模改修という大きな部分がございまして、具体的にこういうことを

目的とした予算はまだ今のところ組んではいないのが現状であります。ただ、活性化検討

委員会の中では行政として何が出来るのか、どういったことが起爆剤になるのかというこ

とでの投げかけはしております。やはり一時の支援で終わるようなものだけではなくて、

システムみたいな格好で継続していける取組みが望ましいと考えております。 
○議長 髙橋一泰議員 
  ５番 石黒 覚議員 
○５番 石黒覚議員 
  ご答弁をいただいて、ご理解を申し上げたいとは思いますが、是非理事長のご認識が、

私たち議員も含めて一体となった議会にしていくためには、まず現状を知りながら、それ

ぞれの市、町で取組んでいることの整合性をどうとるのかといった、広域行政組合として

の役割は大きいと思いますので、是非取組みを強化していただきたい。 

  まず、２１年度の予算には、特にはということではありますが、今日ここに来る前にホ
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ームページを開かせていただきました。私もなかなか機会がなくて初めて開いたのですが、

行政組合としてホームページを開設しているわけですよね。そこから、青果市場だとか様々

なところにアクセスできるようでありますし、そこの中で私たちの広域行政組合として担

う役割というのは、生産者と消費者をいかにスムーズに密接につないでいけるかという役

割だと思うのですが、そういった内容の情報をしっかりとホームページから発信してみる

のも一つだと思いますし、それぞれ各５つの市と町が取組んでいる取組みがあるわけなの

で、それらを総合的に議論する場ですとか、そういうところから一歩踏み出せるような気

がしてなりません。 

  富塚理事長も多分、お心の中にそういう思いがあって喫緊の課題という表現をされてい

ますし、迅速で的確な産地へのフィードバックとおっしゃられているとおりなので、こう

した取組みに広域行政組合の議会もそうですし、それぞれの構成市町の皆さんと一緒にな

って、まず一歩踏み出していこうということが大事だと思いますので、２１年度は世界的

には先ほどのお話にもあったとおり、大変な経済状況ではありますが、足下にしっかりと

目をやりながら私たちの庄内の活性化に向けた取組みを始めたいものだとご要望申し上げ

て終わりたいと思います。 

○議長 髙橋一泰議員 
  他に質疑ございませんか。 

 
（「なし」の声あり） 
 

○議長 髙橋一泰議員 

  ないようですので、質疑を終決いたします。 

  次に、議第５号「平成２１年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計予算」の討論を

行います。 

 

（「なし」の声あり） 
 

○議長 髙橋一泰議員 

  ないようですので、討論を終決いたします。 

  これより採決いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議第５

号「平成２１年度庄内広域行政組合青果市場事業特別会計予算」について原案のとおり

決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  起立全員であります。よって、原案のとおり可決することを決定しました。 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
◎日程第９ 議第６号 平成２１年度庄内広域行政組合庄内食

肉流通センター事業特別会計予算 
 
○議長 髙橋一泰議員 
次に、日程第９ 議第６号「平成２１年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業

特別会計予算」を議題といたします。 

  事務局より詳細説明を求めます。食肉主幹。 

○黒坂信勝 食肉流通施設事務所主幹 
  それでは、議第６号「平成２１年度庄内広域行政組合 庄内食肉流通センター事業特別

会計予算」についてご説明を申し上げます。４１ページをお開き願います。 

  はじめに歳入歳出予算でありますが、第１条に記載のとおり歳入、歳出それぞれ６億４

千１６０万２千円とするもので、これは前年度予算との比較において１千３７２万円の増

額で、率にして約２．２％の増となります。第２条は一時借入金の最高額を８千万円とす

るもので、これは前年度と同額となっております。 

  次に、予算の詳細につきまして事項別明細書によりご説明申し上げます。４６ページ、

４７ページをお開き願います。１款１項１目市町負担金は前年度と同額であり、市と町か

らの分賦金が１億円、庄内町からの特別負担金は９２７万円となっております。次に２款

１項１目食肉流通施設使用料は２億６千９３９万９千円で、牛については前年度当初予算

と同様の１千頭を見込んでおります。また、豚についてはと畜処理頭数が増加傾向にあり

ますことから、前年度当初予算と比較し、１万頭増の２６万頭を見込んでおります。この

ことから、１節と畜場使用料は１億６千５１６万５千円、２節冷蔵庫使用料は７千４５９

万２千円となります。また、３節施設使用料は２千９６４万２千円で、前年度と同額であ

ります。３款１項１目１節の食肉流通施設県補助金７千２２５万５千円についても前年度

と同額となっております。４款１項１目１節の土地貸付収入６４万３千円は、庄内食肉流

通センター敷地内において食肉加工処理業を営んでいる民間企業からの土地貸付収入であ

ります。２目１節の基金利子収入３４万４千円は、庄内食肉流通センター整備等基金の運

用益を見込んでいるものであります。 

  次に、４８ページ、４９ページをお開き願います。５款１項１目１節の庄内地域振興基

金繰入金１億円は、公債費の償還に充てるために平成１８年度から毎年度１億円づつの繰

入れをお願いしているもので、平成２１年度で４年目となります。６款１項１目１節の前

年度繰越金１千万円は、前年度の予備費等相当額を見込んでいるものであります。７款１

項１目１節の組合預金利子は、歳計現金の運用益を計上したものであります。２項１目１

節の雑入７千９６９万円は、庄内食肉流通施設利用業者からの光熱水費の受入れ分を見込

んでいるものです。以上が歳入の内訳であります。 

  次に、歳出についてご説明申し上げます。５０ページ，５１ページをお開き願います。 

１款１項１目の管理運営総務費は、管理事務所の運営等に係る経費であり、前年度との
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比較では８６８万円の減額で、総額では２千５８６万４千円となっております。なお、詳

細については、８節報償費から１９節負担金補助及び交付金は、管理事務所の事務的運営

経費や庄内町土地開発公社に対する食肉流通施設用地造成費負担金等であり、ほぼ前年度

と同額となっております。２５節の積立金１５０万１千円は、今後の施設整備等に備える

ために、庄内食肉流通センター整備等基金への積立を行うものであります。２７節公課費

７３６万９千円は消費税の負担分であり、平成２０年度の納付分及び２１年度の中間納付

分の予定額であります。２８節繰出金８０万円は庄内地域振興基金繰入金４億円に対する

金利相当分であり、金利については年０．２％を見込んでおります。 

  次に、２目施設管理費は庄内食肉流通センターの施設整備等に係る経費であり、総額で

は２億６千５７９万２千円となっており、前年度との比較では２千２４０万円の増額であ

ります。 

  その詳細についてご説明申し上げます。１１節需用費は１億３５０万１千円で、対前年

度比７１１万３千円の増となっております。そのうち消耗品費は前年度と同額であります

が、光熱水費は電気料金が今だ高額な水準にありますことから４８１万円の増となってお

ります。修繕料については、機械設備の延命化を図るためのオーバーホールの実施や緊急

時における対応等を想定し計上しているもので、対前年度比で２３０万円程の増となって

おります。１２節役務費については、ほぼ前年度と同額であります。１３節委託料は１億

３千７６４万３千円で、対前年度比５８１万１千円の減となっております。その内訳とし

ましては、と畜解体業務については、と畜処理頭数は増加傾向にありますが、平成２０年

度の補正予算の所でご説明をさせていただきましたが、庄内食肉公社からと畜解体に伴う

機械設備の保守点検等について負担をしていただくことになった結果、対前年度比で８０

７万円の減額となります。 

  次に設備運転管理業務については、処理頭数の増加に伴い、汚水処理能力を超える部分

については汚泥脱水車で汚泥を引き抜き、これを産業廃棄物として処理をしなければなら

ないことから、これに要する経費として２２５万５千円の増を見込んでおります。その他、

電気保安業務から電気集塵機保守点検業務までは、例年の委託業務であり金額においても、

ほぼ前年度と同額となっております。 

  次に、５２ページ、５３ページをお開き願います。１５節の工事請負費は、浄水施設や

汚水処理施設に警報設備を設置し、運転管理の安全対策を講じることや、機械設備の修繕

工事、汚泥焼却炉の炉体交換、鉄骨や外壁の塗装工事で、総額では６件の２千１０４万６

千円を見込んでおります。１８節の備品購入費は２６３万２千円で、耐用年数の到来に伴

う備品の更新や緊急時に対応するための備品購入に充てるため、計上しているものです。 

  次に、２款１項公債費の総額は３億３千９９４万６千円で、１目の元金の償還額は２億

７千７９７万５千円、２目の利子償還額は６千１９７万１千円となっております。なお、

総額の３億３千９９４万６千円については、起債償還もピークに達しているもので、平成

３１年度までこの額で推移することになります。 

  ３款１項１目予備費については、前年度と同額の１千万円を計上させていただいており

ます。 
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  以上をもちまして、平成２１年度庄内食肉流通センター事業特別会計予算の説明を終わ

らせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決下さいますようお願い申し上げます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声あり） 
 

○議長 髙橋一泰議員 

  ないようですので、質疑を終決いたします。 

  次に、議第６号「平成２１年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会計

予算」の討論を行います。 

 

（「なし」の声あり） 
 

 
○議長 髙橋一泰議員 

  ないようですので、討論を終決いたします。 

  これより採決いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議第６

号「平成２１年度庄内広域行政組合庄内食肉流通センター事業特別会計予算」を原案の

とおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  起立全員であります。よって、原案のとおり可決することを決定しました。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第１０ 議第７号 平成２１年度庄内広域行政組合市町

分賦金 
 
○議長 髙橋一泰議員 
  次に、日程第１０ 議第７号「平成２１年度庄内広域行政組合市町分賦金」を議題とい

たします。 

  事務局より詳細説明を求めます。事務局長。 

○鈴木誠次 青果市場管理事務所長 
  議第７号「平成２１年度庄内広域行政組合市町分賦金」についてご説明申し上げます。 

  市町分賦金の総額は１のとおり、１億４千３６０万円で、前年度と同額でございます。

会計ごとの合計金額につきましても、一般会計分が６６０万円、青果市場特別会計分が３

千７００万円、食肉流通センター事業特別会計分が１億円で前年度同額となっております。

また、市町ごとの金額及び納期につきましては、次のページ以降にございますが、表１，
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２につきましては内訳につきましても前年度と全く同額でございますので省略させていた

だきたいと思いますが、別表３、食肉流通センターの市町ごとの分賦金内訳が前年度と多

少違っておりますので、この点だけご説明申し上げます。 

  算定の根拠といたしまして、固有割、人口割、頭数割としておりますが、このうちの頭

数割について、平成１９年度の豚の搬入実績により算定しております。この結果、酒田市

の比率が前年度より２．５％ほど高くなりまして、金額で２５万２千円増えております。

あとの４市町はいずれも前年度より減額となっておりまして、鶴岡市が１３万９千円、三

川町が１万２千円、庄内町４万６千円、遊佐町５万５千円それぞれ減額になっております。 

  以上よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  これより質疑を行います。 

 
（「なし」の声あり） 

 
○議長 髙橋一泰議員 

  ないようですので、質疑を終決いたします。 

  次に、議第７号「平成２１年度庄内広域行政組合市町分賦金」の討論を行います。 

 
（「なし」の声あり） 

 
○議長 髙橋一泰議員 

  ないようですので、討論を終決いたします。 

  これより採決いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議第７号

「平成２１年度庄内広域行政組合市町分賦金」を原案のとおり決することに、賛成の議員

の起立を求めます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  起立全員であります。よって、原案のとおり可決することを決定しました。 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

◎日程第１１ 議第８号 公設庄内青果物地方卸売市場業務条

例の一部改正について 
 
○議長 髙橋一泰議員 
  次に、日程第１１ 議第８号「公設庄内青果物地方卸売市場業務条例の一部改正につい

て」を議題とします。 

事務局より詳細説明を求めます。事務局長。 

 



 23

○鈴木誠次 青果市場管理事務事務所長 
  議第８号「公設庄内青果物地方卸売市場業務条例の一部改正について」ご説明申し上げ

ます。 

  はじめに資料５をご覧頂きたいと存じます。２ページ目でございますが、このたびの条

例改正は、２にありますように、平成１６年に卸売市場法が諸々改正されまして、その中

で卸売業者の委託手数料についても、(２)のとおり、卸売業者のサービスと機能に応じて

手数料を設定することができるとしているものでございます。ただし、これには５年間の

経過措置期間を設けまして、平成２１年４月から施行することとなっております。 

  本市場におきましては、３のとおり、関係者から成る市場取引委員会を開催いたしまし

て、委託手数料の方向性を検討してきたところでございます。その結果、３ページの４の

(１)のとおり、委託手数料の率は卸売業者が定めて事前に届け出る「届出制」が妥当であ

るとの結論に至ったものでございます。 

  こうした経過を受けまして改正条例案が、前に戻って議案書をご覧頂きたいと存じます

が、新旧対照表で５４条、現行では品目ごとに１号から３号まで料率が設定されておりま

すが、これを改正案のとおり、第１項で委託手数料は、卸売業者が定める率を乗じて得た

金額とする、第２項では料率の理事会への届出、第３項は委託者への周知方法、第４項は

差別的な取扱の禁止と、このように改正しようとするものであります。なお、この条例の

施行は４月１日からとしております。 

  以上が、市場業務条例一部改正の概要でありますが、よろしくご審議下さいますようお

願い申し上げます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  これより質疑を行います。 

２１番 佐藤 峯男議員 

○２１番 佐藤峯男議員  
  よく言葉がわからないので、この卸売業者というのは生産者から委託を受けた人を言っ

ているのか、それで理解していいのですね。その率は卸売業者が事前に行政組合に連絡し

て下さいと、４月１日からそういうふうにしていくと、今まで７％、８％とかと言うこと

について、安くなるのか高くなるのかわからないけれども、少なくとも生産者にとって有

利な方向に動くと私は理解しているのだけれども、その辺についてはいかがなものでしょ

うか。 

○鈴木誠次 青果市場管理事務所長 
  これは、卸売業者の届け出制にするということですので、予見は非常に難しい部分はあ

るのですけれども、ただ他の市場の状況等を見てみますと、今日の農業新聞に東京の中央

市場のことが書いてありましたけれども、２８社入っているのだそうですけれども、その

うちの２７社までは現行通り、野菜の場合は８．５％。それから１社だけ、これは花の会

社のようですけれども、０．５％を会社の経営健全化のために上げたいというふうなこと

になっているようです。 

  それで、ソフトランディングという言い方をしておりましたけれども、やはり急激に率
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を変えるということは生産者にとっても高くなる、安くなる場合があって影響があるわけ

ですし、一番は会社の経営で収入の源になるのは卸売り手数料になるわけですけれども、

これを、言葉は悪いですけれども、安易に下げるということは経営上なかなか出来ないと

いうことだと思いますし、高くすれば当然生産者が離れていくという部分があるものです

から、非常に難しいものがあるのだと思います。ただ、今は東京のお話を申し上げました

けれども、ここの市場でも、上げる、あるいは下げるということによってどういう影響が

あるのか予測がつかない部分もあるものですから、卸売り会社は２社あるわけですが、と

りあえずはこのままソフトランディングで様子を見るしかないのかなという方向性のよう

でした。以上でございます。 
○２１番 佐藤峯男議員 
  私も先ほどそういう質問をしたのですが、実は危惧していたのです。会社として成り立

つ成り立たないで、今度は卸売業者が値段を上げてくる可能性があるという、談合的な問

題が出てくるのかどうか。その辺を危惧しているのですが、いずれにしても生産者が作っ

たブランド品的な物が、安く扱われるようなことがあってはならないと思うし、生産者に

いたっても大変厳しい状況にあるわけですので、会社だけではなくてその辺もしっかりと

目配りをしながら、当局として考えていかなければならない、逆に大変な状態になってい

くのかなと疑問を私は持っているのです。 

この両立に関して消費税というのはどういう形になっているのか。卸売業者と手数料を

取る関係で、生産者に対して支払う場合に消費税というのはどの部分で消費税をかけてく

るのかを聞きたいと思っています。 

○鈴木誠次  青果市場管理事務所長 
  消費税につきましては、例えば生産者が卸売業者に野菜を売るといった場合には、卸の

方としては消費税込みで委託を受けた野菜の生産者に支払うという仕組みになっておりま

すので、生産者が申告をするということになると思います。 

○議長 髙橋一泰議員 
  ２１番 佐藤 峯男議員。 
○２１番 佐藤峯男議員 
  何で聞いたかというと、今の事務局長が言ったことも当然なんだけれども、それプラス、

逆に売る方が売り買いの関係で、消費税をもらったり、また、卸売業者に払ったりといろ

いろなことがあるのです。そういったことで、結局どこにかけるかによって、全体的な金

額が変わってくる。そういったことがあるものですから、その辺については、生産物とは

違う面があるかもしれませんけれども、消費税というのはもらったり、やったりというの

があるので聞いたのです。いずれにしてもわかりました。ただこの両立に関しては、先ほ

ども言ったように、生産者が大変な状況にある、会社も大変な状況にあるかもしれません

けれども、何はともあれ生産者が大変な状況にあることだけは確かなので、是非生産者に

有利な方向、またはブランド品化したものを作った場合に、有利な方向に働くような同じ

野菜であっても両立を考えて、生産者が一生懸命働いたことが反映されるように希望した

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  
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○議長 髙橋一泰議員 
  ほかに質疑ございませんか。 

 
（「なし」の声あり） 

 
○議長 髙橋一泰議員 
  ないようですので、質疑を終決いたします。 

  次に、議第８号「公設庄内青果物地方卸売市場業務条例の一部改正について」の討論

を行います。 

 
（「なし」の声あり） 
 

○議長 髙橋一泰議員 

  ないようですので、討論を終決いたします。 

  これより採決いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議第８

号「公設庄内青果物地方卸売市場業務条例の一部改正について」を原案のとおり決する

ことに、賛成の議員の起立を求めます。 

○議長 髙橋一泰議員 
  起立全員であります。よって、原案のとおり可決することを決定しました。 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◎閉  会 
 

○議長 髙橋一泰議員 
  以上をもちまして、本定例会に付議された案件はすべて議了いたしました。 

  これをもちまして、平成２１年２月庄内広域行政組合議会定例会を閉会いたします。 

 

                               （午後３時４９分） 
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